
令和６年１２月２日以降に出生届を提出される方へ 

出生届と同時にそのお子様のマイナンバーカード（顔写真なし）を申請することができ

ます。（申請時に１歳未満の方は顔写真なしとなります） 

 【出生届とマイナンバーカード交付申請書の一体化された様式の場合】       

出生届にある申請書の欄も記入し提出いただくことにより、マイナンバーカードを申

請されたことになります。母子手帳も持参してください。 

【一体化されていない出生届の場合】                      

出生届と申請書（切り取り線より切り取って使用してください）を同時に提出いただ

くことにより、マイナンバーカードを申請されたことになります。母子手帳も持参し

てください。 

 上記のように、出生届と同時にそのお子様のマイナンバーカードを申請される場合、お

子様の来庁は不要で、1週間程度でご自宅に書留で送付されます。        

出生届を提出後、後日にマイナンバーカードの申請をされる場合、マイナンバーカード

の申請時に、お子様と一緒に来庁する必要が原則あります。 

詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。 

問合せ先：マイナンバー総合フリーダイヤル                   

電  話 ０１２０-９５-０１７８                         

武豊町役場 住民窓口課                       

電  話 ０５６９－７２－１１１１（代）  

 

― ― ― ― ― ― ― ― 切り取り線 ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

   


